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　　　上記について、別紙のとおり提案いたします。

令和5年10月27日提出

中津市教育委員会

教育長　古　口　宣　久

　議第22号

就学支援委員会委員の委嘱及び任命について



令和５年度中津市就学支援委員会委員名簿 

 

                                               中津市教育委員会 

 

番号 区  分 氏   名 所 属 ・ 職 名 

１ 医   師  井 上 登 生 医療法人井上小児科医院 名誉理事長  

２ 医   師 太 田 喜久子  医療法人真浄会 寺町クリニック 院長 

３ 学識経験者 武 吉 勝 也  中津市教育委員会    元教育長 

４ 学識経験者 宝珠山 照 人   中津市立小学校     元校長 

５ 学校教育関係者 渡 邉 英 之  大分県立中津支援学校  校長 

６  児童相談所職員 永 淵 悦 子  中津児童相談所     総括 

７ 児童福祉施設職員 佐々木  智 子 肢体不自由児施設 つくし園   コーディネーター 

８ 学校教育関係者 坂 口  研  中津市立北部小学校   校長 

９ 学校教育関係者 芝 原 弘 明   中津市立豊田小学校      校長  

１０ 学校教育関係者 環   昌 典  中津市立中津中学校   校長 

１１ 学校教育関係者 加 来 美 香  中津市立鶴居小学校   教諭 

１２ 学校教育関係者 工 藤  邦 子  中津市立城北中学校   教諭 

１３ 学校教育関係者 井 川 早 希   中津市立大幡小学校   教諭 

１４ 学識経験者  赤 司 由紀美 就学支援専門調査員  

１５  学識経験者 守 山 里 子  就学支援専門調査員   

１６ 学校教育関係者 桒 原  浩 實 中津市教育委員会  学校教育アドバイザー 

１７ 学校教育関係者 野 依  康 孝 中津市教育委員会     指導主事 

 



報　　告

　　　上記について、別紙のとおり報告いたします。

令和5年10月27日提出

中津市教育委員会

教育長　古　口　宣　久

中津市スポーツ推進委員の委嘱について



 

中津市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

 

【中津市スポーツ推進委員の（追加）】 

 

委嘱理由：山国地区のスポーツ推進委員の補充及び生涯スポーツの推進ため、 

山国支所の推薦により２名追加。 

 

委嘱機関：令和５年９月１日～令和７年３月３１日 

 

 

【参考（新任追加後）】 

（地区内訳） 

地区名 人数 内訳 

中津 ６名 男：６ 女：０ 

三光 ９名 男：６ 女：３ 

本耶馬溪 １０名 男：６ 女：４ 

耶馬溪 １１名 男：７ 女：４ 

山国 ８名 男：８ 女：０ 

合計 ４４名 男：３３ 女：１１ 

（スポーツ推進委員定数） 

〇中津市スポーツ推進委員に関する規則 

第 3条 スポーツ推進委員は、５４人以内とする。 

氏名 性別 年齢 地区 住所 

藤原 伸祥 男性 ６４ 山国 大分県中津市山国町中摩４４４３－１ 

野中 孝彰 男性 ６４ 山国 大分県中津市山国町宇曽１３３３－１ 



報　　告

　　　上記について、別紙のとおり報告いたします。

令和5年10月27日提出

中津市教育委員会

教育長　古　口　宣　久

令和６年度全国高等学校総合体育大会中津市実行委員会補助金
交付要綱の制定について



令和６年度全国高等学校総合体育大会 

中津市実行委員会補助金交付要綱の制定概要 

 

１.提案理由 

 令和６年度全国高等学校総合体育大会の開催に要する経費を

市が補助することにより、中津市を全国に発信するとともの青少

年の健全育成やスポーツ文化の発展を図ることを目的に令和６

年度全国高等学校総合体育大会中津市実行委員会に補助金を交

付するもの。 

 

 

２.内容 

① 全国高等学校総合体育大会は全国を１２ブロックに分けて開

催。令和６年度は北部九州ブロック（大分県、福岡県、長崎県、

佐賀県）で開催され、中津市ではバレーボール競技（男子・女

子）が開催されます。 

競技日程 

女子・・開会式 令和６年７月２５日 

    競技会 令和６年７月２６日～７月２９日 

男子・・開会式 令和６年７月３１日 

    競技会 令和６年８月１日～８月４日 

 

 

３.施行期日 

令和５年８月２９日から施行し、令和５年８月２９日から適用す 

る。 

  
 

 
 教育委員会体育・給食課 

（内線 471） 



   令和６年度全国高等学校総合体育大会中津市実行委員会補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 令和６年度全国高等学校総合体育大会中津市実行委員会補助金（以下「補助

金」という。）の交付については、中津市補助金等交付規則（平成１９年中津市規則

第９号。以下「規則」という。）及び補助金等の交付手続に関する特例規則（平成１

８年中津市規則第７号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （交付の目的） 

第２条 この補助金は、令和６年度全国高等学校総合体育大会中津市実行委員会（以

下「実行委員会」という。）が行う次条第２項に規定する補助事業に要する経費を市

が補助することにより、中津市を全国に発信するとともに青少年の健全育成やスポ

ーツ文化の発展を図ることを目的とする。 

 （交付の対象及び補助率） 

第３条 市長は、実行委員会が補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金

交付の対象として市長が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予

算の範囲内で補助金を交付する。 

２ 補助事業は、令和６年度全国高等学校総合体育大会のうち、中津市で開催される

男子及び女子の高校総体バレーボール競技（以下「大会」という。）の準備及び運営

に関する事業とする。 

３ 補助対象経費は次の各号に掲げる経費とし、補助率は当該各号に掲げる割合とす

る。 

 （１） 大会の開催準備に要する報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料

及び賃借料 １０分の１０ 

 （２） 大会の運営に要する報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び

賃借料のうち、大分県が負担しないもの １０分の１０ 

 （３） 大会の運営に要する報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び

賃借料のうち、大分県がその一部を負担するもの 大分県の負担する部分を除い

た部分につき、１０分の１０ 

 （４） その他補助事業を実施するために必要であると市長が認める経費 市長が

相当と認める割合 

 （交付の申請） 



第４条 実行委員会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、補助金交付申請

書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え、４月末日までに市長に提出しなければ

ならない。 

 （１） 事業計画書 

 （２） 収支予算書 

 （交付の決定等） 

第５条 規則第６条の規定による通知は、補助金交付（不交付）決定通知書（様式第

２号）による。 

 （申請の取下げ） 

第６条 規則第７条第１項の市長の定める期日は、補助金の交付の決定の通知を受け

た日から起算して３０日以内とする。 

 （変更等の承認） 

第７条 実行委員会は、次のいずれかに掲げる場合においては、あらかじめ補助事業

変更等承認申請書（様式第３号）により市長の承認を受けなければならない。 

 （１） 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更をする場合 

 （２） 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合 

 （遅延等の報告） 

第８条 実行委員会は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

れる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに補助事業事

故報告書（様式第４号）により市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 （交付の決定の変更等） 

第９条 市長は、次のいずれかの場合において、補助金の交付の決定の内容若しくは

これに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消したときは、

補助金交付決定変更（取消）通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するも

のとする。 

 （１） 第７条の承認をした場合 

 （２） 前条の報告を受けた場合 

 （３） 規則第８条第１項の規定により、補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

 （４） 実行委員会が規則第１４条第１項各号のいずれかに該当する場合 



 （状況報告） 

第１０条 実行委員会は、補助事業の遂行及び支出状況について市長の要求があった

ときは、速やかに状況報告書（様式第６号）により市長に報告しなければならない。 

 （実績報告） 

第１１条 規則第１１条の規定による実績報告は、補助事業が完了した日又は補助事

業の廃止の承認を受けた日から起算して１０日を経過した日又は翌会計年度の３

月３１日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

 （１） 収支決算書 

 （２） 事業報告書 

 （補助金の額の確定等） 

第１２条 市長は、規則第１２条の規定により交付すべき補助金の額を確定したとき

は、補助金交付確定通知書（様式第８号）により実行委員会に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第１３条 実行委員会は、規則第１２条の規定により交付すべき補助金の額が確定し

たときは、補助金精算（概算）払請求書（様式第９号）により市長に補助金を請求

するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、交付すべき補助金の額が確定する前において、市長が

特に必要があると認めるときは、実行委員会は交付の決定した額の範囲内において

必要と認められる額を市長に請求できるものとする。 

３ 前項の規定により交付した補助金の額が、前条の規定に基づき確定した補助金の

額に満たないときは、実行委員会はその不足する額について補助金精算（概算）払

請求書により請求するものとし、同条の規定に基づき確定した補助金の額を超える

ときは、市長はその超える額について規則第１５条第２項の規定に基づき返還を命

ずるものとする。 

 （補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、

既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該補助金の

全部又は一部の返還及び規則第１６条第１項に規定する加算金の納付を命ずるも

のとする。 



２ 前項の規定による補助金の返還及び加算金の納付は、当該補助金の返還を命ぜら

れた日から起算して３０日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額

に対して、規則第１６条第２項に規定する延滞金を課する。 

 （関係書類等の整備） 

第１５条 規則第２０条に規定する市長が定める期間は、補助事業が完了した日の属

する会計年度の終了後１０年間とする。 

 （委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年８月２９日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失

効前に完了した補助事業における第１１条から第１５条までの規定は、この要綱の

失効後も、なおその効力を有する。 

 （令和５年度に交付する補助金の特例） 

３ 令和５年度に交付する補助金については、第４条中「４月末日」とあるのは、「市

長が別に定める日」とする。 

 



催　　　　　　し　　　　　　物 場　所 主催・担当課等 出席依頼者

３０年間のベストリーダー（～9日）
小幡記念図書
館ロビー

小幡記念図書館

販売図書の紹介コーナー(～9日）
小幡記念図書
館特設コーナー

小幡記念図書館

２日 ( 木 )

9 ： 00
文化の日 文化施設無料開放（～5日ま
で）

大江・村上医家
史料館、木村記

歴史博物館

10 ： 00 O-Labo 歴史博物館 歴史博物館

11 ： 00 文化の日 文化財に親しむ特別企画 歴史博物館 歴史博物館

４日 ( 土 ) 14 : 00 上映会（一般）「いちげき」
小幡記念図書
館視聴覚室

小幡記念図書館

５日 ( 日 ) 13 ： 30
長谷川義史絵本原画展ワークショップ
「シルクスクリーンでオリジナルバッグを

歴史博物館 歴史博物館

６日 ( 月 ) 11 : 00 秋のおたのしみおはなし会
小幡記念図書
館研修室

小幡記念図書館

７日 ( 火 )

８日 ( 水 )

９日 ( 木 ) 13 : 30 中津市外国語教育推進校公開授業 緑中 学校教育課

１０日 ( 金 ) 9 : 00 第101回台覧記念相撲大会 豊陽公園相撲場 体育・給食課

9 ： 00
巡回展「文明開化と明六社－ 津山・津
和野・中津の思想家たち－」（12月17日

歴史博物館 歴史博物館

10 ： 30 「文明開化と明六社」ギャラリートーク 歴史博物館 歴史博物館

14 : 00
上映会(児童）「おしりたんてい　コズミッ
クフロント」

小幡記念図書
館視聴覚室

小幡記念図書館

１２日 ( 日 ) 14 ： 00
中津ロータリークラブ70 周年記念シン
ポジウム

中津文化会館 歴史博物館

１３日 ( 月 ) 11 : 00 おはなし会(幼児向け）
小幡記念図書
館視聴覚室

小幡記念図書館

12 : 30
赤ちゃん絵本の読み聞かせ事業「はじ
めましてひらくっちゃん」

三光コミュニ
ティーセンター

小幡記念図書館

13 ： 50 中津市授業研究会 豊陽中 学校教育課

10 : 00 あかちゃんタイム
小幡記念図書
館

小幡記念図書館

11 : 00 赤ちゃんおはなし会
小幡記念図書
館視聴覚室

小幡記念図書館

１６日 ( 木 )

１７日 ( 金 ) 13 ： 30 定例教育委員会 教育委員会室 教育総務課 教育長他

１８日 ( 土 ) 14 : 00 上映会(一般）「沈黙のパレード」
小幡記念図書
館視聴覚室

小幡記念図書館

１９日 ( 日 )

２０日 ( 月 ) 11 : 00 おはなし会(幼児向け）
小幡記念図書
館視聴覚室

小幡記念図書館

２１日 ( 火 ) 13 ： 30 中津市外国語教育推進校公開授業 真坂小 学校教育課

16 ： 00
中津市読書感想文・感想画等コンクー
ル表彰式

新中津市学校 学校教育課

17 : 30
2023 Autumn Library Concert ～読書
＆音楽会～

小幡記念図書
館

小幡記念図書館

２３日 ( 木 )

２４日 ( 金 ) 13 ： 30 「教育県大分」地域別意見交換会
南部小、教育委
員会

学校教育課

13 ： 00
新中津市学校市民講座「明六社 -学
術・者との関りから見る福澤諭吉」

新中津市学校 新中津市学校

14 : 00
上映会(児童）「れっしゃだいこうしん
2023」

小幡記念図書
館視聴覚室

小幡記念図書館

２２日 ( 水 )

２５日 ( 土 )

１４日 ( 火 )

１５日 ( 水 )

３日 ( 金 )

１１日 ( 土 )

日・曜 時間

１１月　教育委員会行事予定表

１日 ( 水 )



催　　　　　　し　　　　　　物 場　所 主催・担当課等 出席依頼者日・曜 時間

１１月　教育委員会行事予定表

２６日 ( 日 ) 9 ： 00
第38回諭吉の里「なかつ」ハーフマラソ
ン・ウォーキング大会

三光総合運動
公園

体育・給食課

２７日 ( 月 ) 11 : 00 おはなし会(幼児向け）
小幡記念図書
館視聴覚室

小幡記念図書館

２８日 ( 火 )

２９日 ( 水 )

３０日 ( 木 )


